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旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

旧
中
西
家
住
宅
（
吹
田
吉
志
部
文
人
墨
客
迎
賓
館
）
に
つ
い
て

旧
中
西
家
住
宅
は
、
江
戸
時
代
に
島
下
郡
吉
志
部
郷
東
村
（
現
在
の
吹
田
市
岸
部
中
地
区
の
北
部
）
で
大
庄
屋
を
勤
め
た
家
で
あ
る
。
吉
志
部
郷
の
鎮
守
社
で
あ
る
吉
志
部
神
社
で
毎
年
秋
に
行
わ
れ
る
「
ど
ん
じ
祭
り
」
で
は
当
番
を
務
め
る

な
ど
、
地
域
の
催
事
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

中
西
家
は
、
江
戸
時
代
に
文
化
人
の
間
で
大
い
に
流
行
し
た
煎
茶
の
趣
味
を
持
ち
、
多
く
の
文
人
墨
客
と
交
流
が
あ
っ
た
。
旧
中
西
家
住
宅
に
は
、
数
多
く
の
煎
茶
道
具
や
文
人
墨
客
ゆ
か
り
の
遺
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。

敷
地
内
に
は
文
政

9
年
（

1
8

2
6
）
建
立
の
主
屋
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
の
屋
敷
構
え
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
建
物
と
庭
園
が
一
体
と
な
っ
て
優
れ
た
風
致
を
形
成
し
て
い
る
。

保
存
活
用
計
画
策
定
の
目
的

地
域
の
歴
史
を
物
語
る
旧
中
西
家
住
宅
を
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
守
り
な
が
ら
適
切
に
保
存
継
承
・
活
用
し
て
い

く
方
針
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
外
部
有
識
者
の
専
門
的
な
指
導
・
助
言
を
得
る
と
と
も
に
、
大
阪
府
教
育
庁

文
化
財
保
護
課
の
指
導
を
得
て
本
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

旧
中
西
家
住
宅
の
歴
史
・
沿
革

計
画
作
成
（
予
定
）
年
月
日
：
令
和
６
年

3
月

3
1
日

計
画
作
成
者
：
吹
田
市

計
画
期
間
：
令
和
６
年
４
月

1
日
か
ら
令
和

1
1
年

3
月

3
1
日
（

5
年
間
）

所
在
地
：
大
阪
府
吹
田
市
岸
部
中

4
丁
目

8
2

3
-
1
他

国
登
録
有
形
文
化
財
（
平
成

1
5
年
（

2
0

0
3
）

7
月

1
日
登
録
）

①
第

2
7

1
0

2
3

7
号

中
西
家
住
宅
主
屋

1
棟

②
第

2
7

1
0

2
3

8
号

中
西
家
住
宅
長
屋
門

1
棟

③
第

2
7

1
0

2
3

9
号

中
西
家
住
宅
勘
定
部
屋

1
棟

④
第

2
7

1
0

2
4

0
号

中
西
家
住
宅
内
蔵

1
棟

⑤
第

2
7

1
0

2
4

1
号

中
西
家
住
宅
土
蔵
一

1
棟

⑥
第

2
7

1
0

2
4

2
号

中
西
家
住
宅
土
蔵
二

1
棟

⑦
第

2
7

1
0

2
4

3
号

中
西
家
住
宅
キ
ザ
ラ
小
屋

1
棟

所
有
者
：
吹
田
市

吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
（
平
成

1
8
年
（

2
0

0
6
）

5
月

2
3
日
指
定
）

吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財

中
西
家
住
宅

9
棟

主
屋
（
母
屋
・
離
れ
座
敷
・
玄
関
棟
）
、
長
屋
門
（
長
屋
門
・
勝
手
門
）
、
勘
定
部
屋
棟
、
内
蔵
、

土
蔵
①
、
土
蔵
②
、
キ
ザ
ラ
、
井
戸
屋
、
納
屋

附
木
槌
文
政
九
戌
三
月
十
日

３
挺
、
天
保
五
年
屋
敷
図
、
天
保
六
年
屋
敷
図
、

明
治
三
拾
三
年
屋
敷
図
、

1
9

9
5
年
ツ
シ
二
階
平
面
図
、

1
9

9
6
年
設
計
図

所
有
者
：
吹
田
市

国
登
録
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
（
平
成

2
5
年
（

2
0

1
3
）

8
月

1
日
登
録
）

旧
中
西
氏
庭
園

3
,2

6
1

.1
9
㎡

所
有
者
：
吹
田
市
（
一
部
中
西
氏
）

計
画
の
作
成
・
文
化
財
の
名
称
等

１

旧
中
西
家
住
宅

（
吹
田
吉
志
部
文
人
墨
客
迎
賓
館
）

J
R
岸
辺
駅

ｍ

（３７）



旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
1章

計
画
の
概
要

文
化
財
の
概
要

・
江
戸
時
代
の
大
庄
屋
の
屋
敷
構
え
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

・
構
造
的
特
徴
に
江
戸
時
代
に
お
け
る
新
し
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と

・
玄
関
棟
・
離
れ
座
敷
な
ど
、
大
庄
屋
と
し
て
の
格
を
表
す
建
物
群
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

・
建
物
と
庭
園
が
一
体
と
な
っ
て
優
れ
た
風
致
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

・
江
戸
時
代
の
文
人
趣
味
を
継
承
す
る
庭
園
構
成

・
掘
り
込
み
状
の
庭
園
に
見
ら
れ
る
特
異
な
作
庭
手
法

・
平
成

1
5
年

7
月

1
日

国
登
録
有
形
文
化
財
登
録

・
平
成

1
8
年

5
月

2
3
日

吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
指
定

・
平
成

1
9
年

1
月

2
2
日

土
蔵
や
住
宅
棟
を
除
く
大
部
分
の
敷
地
と
建
物
が
吹
田
市
に
寄
贈
さ
れ
る

・
平
成

1
9
年

4
月

旧
中
西
家
住
宅
（
吹
田
吉
志
部
文
人
墨
客
迎
賓
館
）
と
し
て
一
般
公
開
開
始

・
平
成

2
5
年

8
月

1
日

国
登
録
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
登
録

・
平
成

2
9
年

9
月

1
日

土
蔵
一
、
二
、
住
居
棟
、
東
屋
な
ど
の
建
物
と
敷
地
（
一
部
除
く
）
及
び

美
術
工
芸
品
、
古
文
書
類
が
吹
田
市
に
寄
贈
さ
れ
る

主
屋
（
母
屋
棟
）

主
屋
（
離
れ
座
敷
）

主
屋
（
玄
関
棟
）

長
屋
門

長
屋
門
（
勝
手
門
）

内
蔵

キ
ザ
ラ
小
屋

土
蔵
一
・
二

・
寄
贈
者
の
意
向
を
尊
重
し
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
で
公
開
活
用
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
。

・
地
域
の
歴
史
を
知
る
う
え
で
重
要
な
文
化
財
を
後
世
ま
で
適
切
に
保
存
・
継
承
し
て
い
く
。

・
旧
中
西
家
住
宅
の
文
化
財
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
来
訪
者
が
旧
中
西
家
住
宅
の
も
つ
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

な
活
用
を
図
る
。

・
吹
田
市
の
歴
史
や
文
化
を
よ
り
よ
く
伝
え
る
施
設
と
し
て
活
用
を
図
る
。

・
地
域
の
方
々
の
協
力
の
も
と
、
旧
中
西
家
住
宅
が
地
域
の
誇
り
と
し
て
長
く
大
切
に
維
持
し
て
い
け
る
よ
う
な
活
用
を
図
る
。

【
国
登
録
有
形
文
化
財
・
吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
】

【
吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
】

井
戸
屋

【
国
登
録
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
】

納
屋

離
れ
座
敷
西
側
の
庭
園

長
屋
門
北
側
の
庭
園
（
東
園
）

旧
中
西
家
住
宅
の
文
化
財
的
価
値

計
画
の
基
本
方
針

文
化
財
保
護
の
経
緯

２ここにテキストを入力

（３８）



旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
2章

建
物
の
保
存
管
理
計
画

保
護
の
方
針

国
登
録
有
形
文
化
財
並
び
に
吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
に
登
録
・
指
定
さ
れ
て
い
る
建
物
に
つ
い
て
、
旧
中
西
家
住
宅
の

明
治
期
の
改
造
時
点
の
姿
を
基
準
と
し
て
文
化
財
的
価
値
を
整
理
し
、
建
物
の
部
分
及
び
部
位
の
保
護
の
方
針
を
定
め
る
。

部
分

部
位

保
存
部
分

保
全
部
分

そ
の
他
部
分

基
準
１

基
準
２

基
準
３

基
準
４

基
準
５

管
理
計
画

【
所
有
者
】

吹
田
市

（
担
当
）
教
育
委
員
会
地
域
教
育
部

文
化
財
保
護
課

（
連
絡
）

（
連
絡
）

（
委
託
）

日
常
的
な
建
物
・

庭
園
の

清
掃
・
維
持
業
務

（
外
部
事
業
者
）

（
委
託
）

【
日
常
的
な
管
理
】

旧
中
西
家
住
宅

（
吹
田
吉
志
部
文
人
墨
客
迎
賓
館
）

館
長

1
名
、
事
務
職
員

2
名

（
い
ず
れ
も
会
計
年
度
任
用
職
員
）

専
門
業
者
へ
の
委
託

警
備
業
務

（
外
部
事
業
者
）

消
防
設
備
点
検

（
外
部
事
業
者
）

庭
園
の
剪
定
・

維
持
管
理
業
務

（
外
部
事
業
者
）

修
理
計
画

建
造
物

当
面
必
要
な
措
置

根
本
的
な

修
理
計
画

耐
震
補
強

主
屋
（
母
屋
）

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
の
取
り
替
え

―
必
要

主
屋
（
離
れ
座
敷
）

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
、
ス
レ
ー
ト
葺
の
取
り
替
え

―
―

主
屋
（
玄
関
棟
）

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
の
取
り
替
え

―
―

長
屋
門

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
の
取
り
替
え

白
蟻
調
査

詳
細
な
破
損
状
況
調
査

必
要

―

勝
手
門

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
の
取
り
替
え

―
―

勘
定
部
屋

増
築
部
分
と
の
取
り
合
い
部
分
を
中
心
と
し
た

詳
細
な
破
損
状
況
調
査

必
要

必
要

内
蔵

屋
根
瓦
調
査
・
破
損
瓦
の
取
り
替
え

白
蟻
調
査

詳
細
な
破
損
状
況
調
査

必
要

必
要

キ
ザ
ラ
小
屋

建
物
の
定
期
的
な
確
認

―
必
要

土
蔵
一

土
蔵
一
西
側
の
本
瓦
葺
部
分
の
瓦
調
査

破
損
瓦
の
取
り
替
え

―
―

土
蔵
二

建
物
の
定
期
的
な
確
認

―
―

井
戸
屋

詳
細
な
破
損
状
況
調
査

必
要

―

納
屋

詳
細
な
破
損
状
況
調
査

必
要

―

建
造
物
の
修
理
方
針

材
料
自
体
の
保
存
を
行
う
部
位

（
主
要
な
構
造
に
係
る
部
材
、

当
初
か
ら
の
部
材
等
）

材
料
の
形
状
・
材
質
・
仕
上
げ
・

色
彩
の
保
存
を
行
う
部
位

主
た
る
形
状
及
び
色
彩
を

保
存
す
る
部
位

意
匠
上
の
配
慮
が
必
要
な
部
位

所
有
者
の
自
由
裁
量
に

委
ね
ら
れ
る
部
位

部
屋
の
部
分
の
区
分

３

１
．
保
存
部
分

文
化
財
と
し
て
の
本
質
的
な
価
値
を
守
る

た
め
に
厳
密
な
保
存
が
要
求
さ
れ
る
部
分
。

・
保
存
部
分
（

A
）

当
初
の
間
取
り
を
留
め
て
い
る
と
推
測
で

き
る
部
分
。

・
保
存
部
分
（

B
）

改
造
に
よ
り
当
初
の
間
取
り
や
意
匠
が
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
。

２
．
保
全
部
分

大
正
期
以
降
に
増
築
・
改
造
さ
れ
た
部
分

で
、
保
存
部
分
の
意
匠
と
の
兼
ね
合
い
を

考
慮
し
て
維
持
保
全
す
べ
き
部
分

３
．
そ
の
他
部
分

維
持
管
理
・
活
用
上
除
却
・
改
変
を
検
討

す
べ
き
部
分

（３９）



旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
３
章

庭
園
の
保
存
管
理
計
画

土
地
区
分
と
保
存
・
保
全
方
針
（
一
部
は
第
2章
に
掲
載
）

庭
園
の
保
存
管
理
の
方
向
性

１
．
保
存
区
域

現
状
を
保
存
す
る
区
域
。
こ
の
区
域
内
で
は
、
原
則
新
た
な
造
形
や
建
造
物
等
は
設
け
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
上
、
活
用
上
、
土

 地
の
地
質
の
変
更
が
伴
う
場
合
は
、
当
初
の
景
観
に
配
慮
す
る
。

２
．
保
全
区
域

保
存
区
域
に
準
じ
た
区
域
で
、
現
状
の
景
観
・
環
境
を
保
全
す
る
区
域
。
こ
の
区
域
内
で
は
、
全
体
の
景
観
に
配
慮
し
た
保
全
を

 
 行
う
。

  
  
旧
中
西
氏
庭
園
に
お
い
て
は
、
活
用
に
伴
う
整
備
を
考
慮
す
る
こ
と
が
出
来
る
範
囲
と
す
る
。

３
．
整
備
区
域

  
文
化
財
建
造
物
の
活
用
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
区
域
。
旧
中
西
家
住
宅
で
は
、
今
後
バ
リ
ア
フ

  
 

  
 リ
ー
に
対
応
し
た
多
目
的
便
所
の
整
備
を
検
討
す
る
。

４
．
そ
の
他

  
 中
西
氏
の
管
理
す
る
区
域
で
、
今
後
保
存
管
理
上
の
変
更
が
あ
る
場
合
は
中
西
氏
と
市
と
の
間
で
話
し
合
い
を
行
う
も
の
と
す
る
。

１
．
我
が
国
に
お
け
る
共
有
の
財
産
と
し
て
の
そ
の
価
値
を
適
切
に
保
存
す
る
た
め
の
管
理
を
行
う
。

２
．
作
庭
意
図
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
空
間
・
意
匠
を
適
切
に
保
存
す
る
た
め
の
管
理
を
行
う
。

玄
関
棟
（
式
台
玄
関
）

茶
室
棟
（
㐂
雨
庵
）

露
地
門
・
仕
切
り
塀

腰
掛
待
合

東
屋
（
四
阿
）

玄
関
棟
南
側
の
庭
園
・

西
園

長
屋
門
北
側
の
庭
園
・

東
園

主
屋
南
側
の
庭
園

離
れ
座
敷
西
側
の
庭
園

茶
室
回
り
の
庭
園

【
庭
園
】

【
庭
園
を
構
成
す
る
要
素
（
建
造
物
）
】

４

１
．
保
存
建
造
物

保
存
区
域
に
所
在
す
る
建
造
物
で
、
文
化
財
建
造
物
に
準
じ
て
保
存
を
図
る
も
の
。

２
．
保
全
建
造
物

保
存
建
造
物
以
外
の
建
造
物
で
、
歴
史
的
景
観
や
環
境
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
保
全
を
図
る
も
の
。

３
．
存
置
建
造
物

計
画
区
域
内
に
お
け
る
保
存
建
造
物
、
保
全
建
造
物
以
外
の
建
造
物
。
改
変
を
行
う
際
に
は
、
周
囲
の
景
観
や
環
境
と
調
和
す

る
よ
う
留
意
す
る
。

（４０）



旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
４
章

防
災
計
画

防
火
・
防
犯
対
策

耐
震
対
策

・
現
在
防
火
管
理
者
を
設
置
し
て
い
な
い
た
め
、
今
後
は
設
置
を
検
討
す
る
。

・
防
火
管
理
区
域
は
、
登
録
有
形
文
化
財
及
び
市
指
定
有
形
文
化
財
建
造
物
の
防
火
の
た
め
に
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
区
域
と
し
、
第

1
章
で
定
め
た
計
画
区
域
と
同
範
囲
と
す
る
。

・
登
録
有
形
文
化
財
及
び
市
指
定
有
形
文
化
財
建
造
物
を
防
火
対
象
建
造
物
と
し
、
区
域
内
に
立
つ
文
化
財
建
造
物
以
外
の
建
造
物
を

近
接
建
造
物
と
し
て
設
定
す
る
。

・
予
防
措
置
と
し
て
、

１
）
火
気
の
管
理

２
）
可
燃
物
の
管
理

３
）
警
備

４
）
安
全
対
策

５
）
消
火
体
制
を
定
め
る
。

・
防
火
・
防
犯
設
備
計
画
と
し
て
、

１
）
火
災
警
報
設
備

２
）
消
火
設
備

３
）
避
雷
設
備

４
）
防
犯
設
備
を
定
め
る
。

耐
風
対
策

強
風
時
に
飛
来
の
恐
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
補
強
し
た
り
固
定
す
る
な
ど
防
止
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
、
瓦
の
状
態

を
日
常
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
修
理
し
て
お
く
。

そ
の
他
の
災
害
対
策

旧
中
西
家
住
宅
を
地
域
の
共
同
財
産
と
し
て
近
隣
住
民
が
認
知
し
、
災
害
発
生
時
に
関
係
者
と
協
力
し
て
消
火
・
避
難
等
の
活
動
に

携
わ
る
た
め
の
協
力
体
制
を
構
築
で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

・
左
表
は
、
令
和

2
年
度
に
耐
震
診
断
を
実
施
し
た

  
 結
果
で
あ
る
。

建
物
名

階
安
全
限
界
時
層
間
変
形
角
（
ra
d
.）

X
方
向

Y
方
向

主
屋

母
屋
棟
（
現
況
）

2
階

1
/
5

3
9

1
/
2

2
8

1
階

1
/
1

6
1

/
1

4

離
れ
座
敷
（
現
況
）

1
階

1
/
3

0
1

/
3

6

玄
関
棟

（
現
況
）

1
階

1
/
3

3
1

/
2

1

茶
室
棟
（
現
況
）

1
階

1
/
3

7
1

/
4

4

勘
定
部
屋
（
現
況
）

1
階

1
/
2

8
1

/
1

8

長
屋
門
（
現
況
）

1
階

1
/
3

5
1

/
2

4

勝
手
門

（
現
況
）

1
階

1
/
2

7
1

/
5

5

キ
ザ
ラ
小
屋
（
現
況
）

1
階

1
/
1

2
7

1
/
1

3

内
蔵

（
現
況
）

2
階

1
/
1

7
8

1
/
1

9
4

1
階

1
/
1

1
1

/
1

5

井
戸
屋

（
現
況
）

1
階

1
/
6

2
1

/
3

7

納
屋

（
現
況
）

1
階

1
/
2

5
1

/
1

0
0

土
蔵
一

（
現
況
）

2
階

1
/
2

3
5

1
/
2

3
9

1
階

1
/
1

9
1

/
1

5

土
蔵
二

（
現
況
）

2
階

1
/
2

6
3

1
/
2

3
4

1
階

1
/
1

8
1

/
1

6

５

耐
震
診
断
の
前
提
条
件

・
耐
震
性
能
評
価
は
「
伝
統
的
な
軸
組
構
法
を
主

体
と
し
た
木
造
住
宅
・
建
築
物
の
耐
震
性
能
評

価
・
耐
震
補
強
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
（
社
）
日
本
建
築

構
造
技
術
者
協
会
関
西
支
部

2
0

1
1
年
改
訂
）
」

に
準
拠
し
て
、
限
界
耐
力
計
算
法
を
採
用
し
た
。

・
耐
震
性
能
の
目
標
値
は
「
限
界
耐
力
計
算
」
に

定
め
る
安
全
限
界
に
対
応
し
た
地
震
力
（
極
め

て
稀
に
発
生
す
る
大
地
震
：
震
度
６
強
程
度
）

に
対
し
て
、
層
間
変
形
角
を

1
/
1

5
ra

d
.以
下

と
設
定
し
た
。

・
地
震
力
は
「
大
阪
府
木
造
住
宅
の
限
界
耐
力

計
算
に
よ
る
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
に
関
す
る

簡
易
計
算
マ
ニ
ュ
ア
ル
（

2
0

1
1
年

1
0

月
）
」
の

J
S

C
A
関
西
作
成
の
大
阪
府

G
s
マ
ッ

プ
で
当
敷
地
が
該
当
す
る
グ
リ
ッ
ド
で
の

G
s

値
(1

.5
)を
用
い
た
。

注
１
）
各
建
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建
物
全
体
と
し

て
の
計
算
結
果
で
あ
る
。

注
２
）

は
、
耐
震
性
能
の
目
標
値
を
下
回
っ

て
い
る
の
で
改
善
が
必
要
。

注
３
）

は
、
耐
震
要
素
の
分
布
状
態
に
大
き

な
偏
在
が
見
ら
れ
る
の
で
改
善
が
必
要
。

防
火
管
理
区
域

（４１）



コ
ン
セ
プ
ト

「
静
」
と
「
動
」
の
活
用
、
発
信
力
と
連
携
力
強
化
で
好
循
環
を
呼
ぶ

旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
５
章

活
用
計
画

活
用
の
基
本
方
針

動
の
活
用
〔
催
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
〕

活
動
・
連
携
力
の
強
化
〔
活
動
連
携
力
の
拡
大
〕

【
活
用
の
方
針
】

１
．
「
静
」
の
公
開
〔
展
示
ス
ト
ー
リ
ー
整
備
〕

予
備
知
識
が
な
い
来
館
者
に
も
分
か
り
易
い
よ
う
に
、
時
代
背
景
、
岸
部
周
辺
の
歴
史
、
旧
中
西
家
住
宅

の
建
物
・
庭
園
の
全
体
的
特
長
、
大
庄
屋
と
し
て
の
役
割
、
文
化
面
で
の
活
躍
な
ど
を
ス
ト
ー
リ
ー
立
て
て

紹
介
す
る
。

  
 ２
．
「
動
」
の
活
用
〔
催
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
〕

旧
中
西
家
住
宅
来
訪
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
に
。
煎
茶
の
愛
好
家
、
大
阪
画
壇
の
支
援
者
で
あ
り
、
多

く
の
作
品
を
歴
代
の
当
主
が
収
集
し
た
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
催
し
を
計
画
す
る
。
来
訪
動
機
と
な
り
易
い
、

四
季
の
変
化
に
あ
わ
せ
た
話
題
づ
く
り
を
目
指
す
。

  
 ３
．
発
信
力
の
強
化
〔
公
開
発
信
力
の
拡
大
〕

 ・
配
布
先
リ
ス
ト
を
整
備
し
、
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
（
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
催
し
案
内
）

 
  
  
の
定
期
的
な
送
付
に
よ
る
発
信
力
の
強
化

 ・
W

E
B
を
活
用
し
、
広
く
届
け
る
発
信
力
の
強
化

  
 ４
．
活
動
・
連
携
力
の
強
化
〔
活
動
連
携
力
の
拡
大
〕

・
市
内
学
校
・
大
学

+
吹
田
市
立
博
物
館
に
よ
る
連
携

・
３
施
設
（
旧
中
西
家
住
宅
、
旧
西
尾
家
住
宅
、
吹
田
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る
連
携

  
５
．
迎
賓
機
能
の
強
化

市
長
部
局
と
も
協
議
し
、
条
例
に
基
づ
く
迎
賓
施
設
と
し
て
の
利
用
を
拡
大
し
て
い
く
。

発
信
力
の
強
化
〔
公
開
発
信
力
の
拡
大
〕

迎
賓
機
能
の
強
化

実
施
に
向
け
て
の
検
討
事
項

１
．
施
設
・
設
備
整
備
に
係
る
検
討
事
項

・
長
屋
門
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
を
は
じ
め
と
し
た
全
て
の
展
示
施
設
の
整
備

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応

・
幼
児
を
伴
う
来
館
者
へ
の
対
応

・
多
目
的
ト
イ
レ
の
設
置

２
．
公
開
活
用
に
係
る
検
討
事
項

・
「
静
」
の
公
開
に
相
応
し
い
監
修
者
の
検
討

・
「
動
」
の
活
用
の
連
携
、
支
援
団
体
の
検
討

・
市
内
小
学
校
の
見
学
対
応
に
係
る
受
け
入
れ
態
勢
の
検
討

・
無
理
な
く
実
施
で
き
る
３
施
設
の
広
報
活
動
の
連
携
範
囲
を
検
討

１
．
春
・
秋
の
特
別
公
開

  
  
 従
来
の
建
物
及
び
庭
園
の
観
覧
を
充
実
さ
せ
る
催
し
を
継
承
す
る
。

  
２
．
大
阪
画
壇
の
展
示

  
  
  
  

 大
阪
画
壇
の
支
援
者
と
し
て
の
中
西
家
の
特
長
を
催
し
に
活
用
し
、
特
別
公
開
に
合
わ
せ
て
実
施
す
る
。

  
  
  
  

 住
宅
内
の
床
間
、
違
い
棚
を
活
用
し
て
、
書
画
類
、
焼
き
物
、
軸
物
、
調
度
品
な
ど
、
大
阪
画
壇
の
作
品

を
展
示
す
る
。

    
３
．
煎
茶
会
の
実
施

煎
茶
会
を
定
期
的
に
設
定
す
る
。

  
４
．
伝
統
音
楽
の
鑑
賞

伝
統
的
な
日
本
文
化
に
由
来
の
あ
る
音
楽
を
演
奏
。
茶
会
な
ど
他
の
催
し
と
併
用
し
て
開
催
す
る
。

  
  
  
  

  
  
箏
、
琵
琶
、
雅
楽
、
謡
曲
、
囃
子
、
小
唄
な
ど

  
５
．
四
季
の
歳
時
記
に
あ
わ
せ
た
催
し
の
開
催

  
日
本
の
伝
統
的
な
年
中
行
事
を
催
し
に
活
用
す
る
。

  
桃
の
節
句
、
端
午
の
節
句
、
七
夕
、
観
月
会
、
な
ど

１
．
配
布
先
リ
ス
ト
の
整
備
、
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
（
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
催
し
案
内
）
の
定
期
的
な
送
付
に
よ
る

発
信
力
の
強
化

・
記
事
掲
載
希
望
配
布
先
リ
ス
ト
：
電
鉄
系
の
広
報
誌
、
大
手
マ
ス
コ
ミ
、
地
元
出
版
社

・
来
館
者
開
拓
配
布
先
リ
ス
ト
：
大
学
、
技
術
系
専
門
学
校
、
美
術
大
学
、
地
元
小
学
校
な
ど

２
．

W
E

B
を
活
用
し
、
広
く
届
け
る
発
信
力
の
強
化

・
Y

o
u

T
u

b
e
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
活
用
し
た
動
画
配
信
に
よ
る
発
信
力
強
化

①
旧
中
西
家
の
建
築
、
庭
園
の
美
を
テ
ー
マ
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
本
格
的
な
レ
ベ
ル
の
動
画
公
開

②
四
季
の
変
化
に
合
わ
せ
、
旧
中
西
家
住
宅
の
運
営
上
で
撮
影
、
公
開
す
る
気
軽
な
レ
ベ
ル
の
動
画
公
開

１
．
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
、
大
学
の
各
学
層
や
各
種
団
体
と
の
連
携

・
小
学
校
、
吹
田
市
立
博
物
館
と
の
連
携

校
外
学
習
で
博
物
館
に
来
館
す
る
小
学
生
に
、
昔
の
暮
ら
し
を
当
時
の
建
物
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
施
設
と
し
て
、

博
物
館
の
利
用
の
後
に
旧
中
西
家
住
宅
の
利
用
を
案
内
す
る
。

・
中
学
校
、
高
校
と
の
連
携

中
学
校
：
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
お
い
て
、
歴
史
や
伝
統
文
化
を
素
材
と
し
た
学
習
の
教
材
と
し
て
、

博
物
館
や
旧
中
西
家
住
宅
で
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
を
依
頼
す
る
。

高
校
：
文
科
系
の
ク
ラ
ブ
活
動
（
茶
道
部
・
華
道
部
）
の
活
動
、
作
品
発
表
の
場
と
し
て
、
利
用
を
依
頼
す
る
。

・
大
学
と
の
連
携

伝
統
建
築
・
庭
園
、
日
本
美
術
を
研
究
す
る
関
西
の
大
学
を
中
心
に
、
連
携
を
模
索
す
る
。

茶
道
部
、
華
道
部
、
書
道
部
な
ど
の
、
文
化
系
の
サ
ー
ク
ル
に
対
し
、
連
携
を
模
索
す
る
。

留
学
生
が
学
ぶ
国
際
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
の
活
用
を
め
ざ
し
て
、
連
携
を
模
索
す
る
。

・
各
種
団
体
と
の
連
携

建
築
、
茶
道
、
美
術
系
の
各
種
公
益
団
体
と
の
連
携
を
模
索
す
る
。

２
．
３
施
設
（
旧
中
西
家
住
宅
、
旧
西
尾
家
住
宅
、
吹
田
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る
連
携

吹
田
市
が
管
理
す
る
歴
史
的
建
造
物
の

3
施
設
に
お
い
て
、
各
種
催
し
（
茶
会
、
伝
統
音
楽
、
歳
時
記
、
そ
の
他
）
の

支
援
が
可
能
な
団
体
や
グ
ル
ー
プ
を
共
有
し
、
連
携
効
果
を
高
め
る
。

広
報
用
の
チ
ラ
シ
な
ど
を
ま
と
め
、
個
性
豊
か
な
３
施
設
が
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

コ
ロ
ナ
後
の
迎
賓
機
能
強
化
に
向
け
て
、
過
去
の
利
用
記
録
な
ど
を
も
と
に
、
吹
田
市
の
各
部
署
に
活
用
を
呼
び
掛
け
る

な
ど
、
再
度
吹
田
市
ら
し
い
迎
賓
の
場
と
し
て
改
め
て
認
知
し
て
も
ら
い
、
利
活
用
を
活
発
化
さ
せ
る
取
り
組
み
を
検
討
す
る
。

静
の
公
開
〔
展
示
ス
ト
ー
リ
ー
整
備
〕
※
次
頁
に
掲
載

６

（４２）



旧
中
西
家
住
宅
保
存
活
用
計
画

概
要
版

第
６
章

保
護
に
か
か
る
諸
手
続
き

登
録
有
形
文
化
財
・
登
録
記
念
物
の
保
護
に
係
る
諸
手
続
き

吹
田
市
指
定
有
形
文
化
財
に
係
る
諸
手
続
き

第
５
章

活
用
計
画
（
続
き
）

静
の
公
開
〔
展
示
ス
ト
ー
リ
ー
整
備
〕

文
化
財
保
護
法
及
び
関
係
法
令
、
市
条
例
に
基
づ
き
、
本
建
物
の
保
存
活
用
に
必
要
と
な
る
諸
手
続
き
に
つ
い
て
掲
載
す
る
。

手
続
き
に
当
た
っ
て
は
、
大
阪
府
教
育
庁
を
通
し
て
文
化
庁
に
届
け
出
す
る
。
本
章
の
定
め
に
お
い
て
明
確
で
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
文
化
庁
及
び
大
阪
府
教
育
庁
と
協
議
を
行
う
。

【
関
係
す
る
法
令
】

・
文
化
財
保
護
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
1

4
号
）

・
文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和

5
0
年
政
令
第

2
6

7
号
）

・
登
録
有
形
文
化
財
に
係
る
登
録
手
続
き
及
び
届
出
書
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

8
年
文
部
省
令
第

2
9
号
）

【
関
係
す
る
法
令
】

・
吹
田
市
文
化
財
保
護
条
例
（
平
成

9
年

3
月

3
1
日
条
例
第

8
号
）

・
吹
田
市
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成

9
年

9
月

2
9
日
教
育
委
員
会
規
則
第

7
号
）

１
．
長
屋
門
【
ガ
イ
ダ
ン
ス
展
示
】

内
部
の
床
、
壁
な
ど
の
保
存
に
配
慮
し
つ
つ
、
映
像
シ
ス

テ
ム
機
器
や
パ
ネ
ル
や
展
示
ケ
ー
ス
な
ど
の
展
示
設
備
を

整
備
す
る
。

２
．
庭
園

公
開
計
画
に
あ
た
り
、
茶
室
（
㐂
雨
庵
）
と
あ
わ
せ
て
庭

園
を
楽
し
む
コ
ー
ス
の
追
加
を
検
討
す
る
。

３
．
勘
定
部
屋
【
往
時
の
シ
ー
ン
、
資
料
を
展
示
】

往
時
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
シ
ー
ン
展
示
を
中
心
に
、

大
庄
屋
と
し
て
の
中
西
家
の
役
割
を
多
面
的
に
展
示
公
開

す
る
方
向
性
で
検
討
す
る
。

４
．
主
屋
【
美
術
・
工
芸
品
展
示
他
】

博
物
館
、
美
術
館
の
展
示
で
は
で
き
な
い
特
徴
と
し
て
、

現
状
の
展
示
方
針
の
ま
ま
、
当
時
の
生
活
様
式
の
中
で
感

じ
る
美
意
識
を
体
験
さ
せ
る
展
示
と
す
る
。

７

公
開
計
画

（４３）
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